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株式会社鈴木製作所の事業譲受けに関するお知らせ 

 

 

 

当社は、平成25年10月４日開催の取締役会において、株式会社鈴木製作所の事業の譲受けについて決議し、

東京地方裁判所の許可を得て、株式会社鈴木製作所破産管財人(以下管財人)との間で事業譲渡等契約の調印を

行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 

 

１． 事業譲受けの理由、目的 

株式会社鈴木製作所は、当社の仕入先であり、医薬品業界、化粧品業界を中心に各種自動充填機等の製

造・販売・メンテナンス事業を継続しておりましたが、資金繰りに窮し、平成 25 年８月２日に東京地方裁

判所に破産の申立てを行いました。同社の製造技術につきましては、業界内において高い評価を受けており、

とりわけアンプル・バイアル・シリンジ充填などの大型一貫ラインの製造においては、国内有力メーカーの

１社との位置づけでした。当社としても、相応の資金支援・営業支援を重ねてまいりましたが、コスト管理

や納期管理、また資金管理などの経営課題を克服できず、経営破綻となったものです。しかしながら、当社

内では同社の技術の継承や既存顧客との取引の安定を重要視するとともに、一部の高収益業務を柱とした安

定的な事業再構築の可能性があるものと判断し、今回の契約締結に至ったものであります。 

 

 

２． 事業譲受けの内容 

（１） 譲受け事業    

株式会社鈴木製作所が行っていた、医薬品業界、化粧品業界向け各種自動充填機等の製造・販売・ 

メンテナンスなどの全事業 

（２） 譲受け対象資産等 

承継事業の用に供される各種動産や不動産、設計図書など事業に必要な有体物及び無体物一式 

（３） 譲受け価額 

３５１百万円 

（４） その他条件 

    ①不動産部分については、担保権者の同意が条件として付されており、譲渡契約の金額が変更となる 

     可能性がある。 

    ②管財人は承継対象財産等の瑕疵担保責任を負わない。 
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３．相手先の概要 

（１）商号    株式会社鈴木製作所 

（２）事業内容  産業用機械設計、製造 

（３）設立年月  昭和35年６月 

（４）所在地   東京都江戸川区小松川2-13-10 

（５）代表者   破産管財人  森田 憲右 

（６）資本金   50,960,800円 

（７）上場会社と当該会社の関係 

    ①資本関係  3,820株（14.9％）を出資しております。 

    ②人的関係  非常勤取締役を1名派遣しております。 

    ③取引関係  当社の仕入先であります。 

    ④関連当事者への該当状況   該当事項はありません。 

 

 

４．日程 

  平成25年10月４日  事業譲渡等契約書締結 

  平成25年12月    事業譲受け(予定) 

 

 

５．今後の見通し 

    譲受け事業の経営成績、資産・負債の項目及び金額、会計処理の概要、その他当社業績への影響につきま

しては、現時点では未確定であり、判明次第、お知らせいたします。 

 

 

 

 

以 上 

 


